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第７号 
（仮称）津市久居ホール整備有識者委員会 

津市スポーツ文化振興部文化振興課 事業担当 

〒514-0056 津市北河路町１９番地１ メッセウイング・みえ内 

電話 059（229）3250   FAX 059（229）3247 

Email: 229-3250@city.tsu.lg.jp 

（仮称）津市久居ホール整備有識者委員会事務局 

開催概要 

 会議名 第７回（仮称）津市久居ホール整備有識者委員会 

 日 時 平成２７年３月２４日（火）１４：００～１６：００ 

 場 所 津市役所４階 庁議室 

 出席者 有識者委員４名及び事務局 

意見書について 
 事務局において、３月中旬頃、（仮称）津市久居ホール明整備基本計画検討委員会委員、久居地域の文化団体、自治会等一般

市民に向けて３回検討状況報告会を開催しました。（仮称）津市久居ホール整備基本計画（以下、「基本計画」という。）を遵守し、今

後に向けて整理、明確化が必要な主たる室、スペースについて有識者委員会で検討されてきた内容を報告し、質疑をいただきまし

た。そのことを踏まえ、有識者委員会として意見書の最終確認を行い、合意しました。 

 有識者委員会委員の皆様におかれては、７回全てに出席いただき、ありがとうざいました。心のこもった、非常に味わい

深い意見書で、委員自らが全て書いていただいたことが非常によく分かる文章であり、本当にこんな重いものを受け止めさ

せていただく私は幸せに感じております。 

 財源について国交付金と合併特例債を使うことで目途がつきました。従って、今後、（仮称）津市久居ホール整備に向け

ての準備を進めてまいりたいと思っております。 

 市長あいさつ 

 ホームページもご覧ください 
   http://www.info.city.tsu.mie.jp/

modules/dept1171/article.php?

articleid=817 

（仮称）津市久居ホール整備に関する意見書の提出について 
 １５時から、意見書の提出に係る式を行い、有識者委員会会長より、市長に意見書を提出しました。その後、有識者委員会各委員

から、意見書に込められた思いや市長に伝えておきたいこと等伝え、市長と意見を交わしました。 

意見等は以下のとおり。 

○基本計画を非常に大事に位置付けてその上にこの委員会の議論を積み上げていく

というスタンスをとった。 

○運営に関わる委員会を早急に立ち上げることが望まれる。 

○地域の活性化と劇場の活性化の両方を果たすことが地域劇場の役割 

○図書館と文化ホールとの連携を上手くまとめることを望む。 

○音楽や演劇等で使っていない時でも地域の溜まり場になるというモデルをつくる。溜

まり場として縁側的に交流できる場ができればよい。 

○ラーニングコモンズや近所の子の宿題をｽﾀｯﾌに見てもらうような溜まり場を作って

いる先進事例があるので、真剣に考えてもらいたい。 

○障害者の雇用など社会包摂も含めた溜まり場の検討を望む。 

○公立劇場の役割は随分変わってきており、今までの作って観る、楽しむという劇場

の役割だけでなく、地域コミュニティの再生、まちを活性化する役割も持ってきてい

ることを、市民の方に知っていただきたい。 

○カフェ・レストランは中々採算が取れない。そういう意味で、市民が集まるもう１つの

ホールと位置づけた活性事業とするならば、非営利事業で、かつ目的内利用の運

営も良い。 

○今回この施設は旧態依然とした貸館のホールではなく、色んな役割を担う。そうす

ると色んな人が参画する余地が出てくる。それを全体としてどうマネジメントするかと

いう大きな視点が必要になる。 

 


